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信濃町が行う町有財産売払いの一般競争入札に参加される方は、次の各事項を承知のうえ、入札して

ください。 

 

（入札に付す物品） 

第１条　入札に付す不動産及び物品（以下、「入札物品等」という。）は、（別紙１）入札物品等一覧の

とおりとします。 

（入札に参加することができない者） 

第２条　次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができません。 

(１)未成年者及び地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4に規定する者 

(２)租税その他公課について滞納がある者 

(３)入札の公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合

した者 

(４)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）に規定する暴力団員 

（契約条項等を示す日時及び場所） 

第３条　契約条項等を縦覧する日時及び場所は、次のとおりです。　　　 

（１）日時　令和６年４月 24日（水）　午前９時より午後４時まで 

（２）場所　信濃町総務課財政係並びに町ホームページで掲載 

（入札物品等の下見） 

第４条　入札に参加しようとする者（以下、「入札参加者」という。）は、参加申込み前に必ず入札物品

等の下見を行い、外観等を確認してください。 

なお、入札物品等の下見については、第３条（１）に定める期間中、（別紙１）入札物品等一覧の

指定日時により確認をお願いします。 

（入札参加申込み） 

第５条　入札参加申込みの日時及び場所は次のとおりです。 

（１）日時　令和６年４月 19日～５月２日（土、日、祝日を除く）　午前９時より午後４時まで 

（２）場所　信濃町総務課財政係　　〒389-1392　長野県上水内郡信濃町柏原 428-2 

入札参加申込書（第１号様式）に次のものを添付して提出しなければ入札することができません。 

ア　身分証明書（個人の場合：添付資料として運転免許証の写し又は保険証の写し等） 

イ　委任状（第２号様式）（入札を代理人に行わせる場合のみ） 

ウ　誓約書（第３号様式） 

エ　印鑑登録証明書（個人は市町村発行、法人は法務局発行　１箇月以内に発行した証明書） 

オ　法人登記簿謄本の写し（法人の場合：１箇月以内に発行した謄本） 

カ　住所地又は事業所所在地の市町村税の納税証明書 

２　本年度、信濃町に対し指名競争入札参加資格審査申請を行っている者にあっては上記の添付書類の

うちエ・オ・カについては省略できるものとします 

３　郵送による入札参加申込書の受付を行います。この場合においても、入札参加申込み日時の期間内 

に信濃町役場へ必着とします。 
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４　入札参加申込書の受付後、申込者又は代理人に所定の入札書をお渡しします。 

５　受付した入札参加申込書関係書類は返却しません。 

（入札及び開札の日時及び場所） 

第６条　入札及び開札の日時及び場所は、次のとおりです。 

（１）入札書の提出日時　令和６年４月 19日～５月２日（土、日、祝日を除く） 

午前９時より午後４時まで 

（２）入札書の提出場所　信濃町総務課財政係 

（３）開札日時及び場所　令和６年５月９日　午前９時から 

信濃町役場２階　第１，２会議室にて 

２　開札に参加する必要はありませんが、入札の結果は落札者のみに通知をいたします。入札参加申込

書及び入札書の連絡先に記載漏れがないようにしてください。 

（入札保証金） 

第７条　入札保証金は免除します。ただし、誓約書（第３号様式）の提出をお願いします。誓約書の提

出がない場合は入札に参加できません。 

（入札） 

第８条　入札参加者は、所定の入札書（第４号様式）に必要事項を記載し、署名又は、記名押印の上、

封筒に入れ、総務課 財政係に設置してある入札箱に投入してください。郵送された入札書について

は、町総務課入札担当者が入札箱に投入しますが、郵送物の到着の連絡は入札参加者へ行いませんの

で、到着確認が必要な場合は、入札参加者において総務課財政係へ問合せください。 

２　入札書は、所定の様式（第４号様式）によるものとし、その記載にあたっては、次に掲げるところ

により作成してください。 

（１）文字は、全て楷書とし、ペン書き又は黒のボールペン書きとすること。 

（２）金額を表示する数字は、アラビア数字で記載すること。 

（３）入札金額は訂正しないこと。 

（４）入札年月日、住所、氏名、連絡先は明瞭に記載すること。 

３　入札者は、この入札参加要領の各事項、契約事項、入札物品等及び町の係員から指定された事項を

承知の上、入札書に記載して入札箱に投入しなければなりません。 

４　ファクシミリ又は電子メールによる入札はできません。 

５　入札は代理人に行わせることができます。この場合、入札前に代理権を証する書面である委任状（第

２号様式）を提出してください。 

（入札書の書換え等の禁止） 

第９条　入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできません。 

（入札金額の表示） 

第 10条　入札金額は、入札物品等ごとの総額（税込）を表示してください。 

（開札） 

第 11条　開札は、入札者立会のもとで行います。 

２　入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない信濃町職員を立ち会わせます。 

（入札の無効） 
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第 12 条　次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

（１）入札に参加する資格のない者のした入札 

（２）署名又は押印のない入札 

（３）入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額をもって価格を

表示しない入札 

（４）２通以上の入札書を提出した者の入札 

（５）他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

（６）入札書の金額を訂正したもの 

（７）前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札 

（落札者） 

第 13条　落札者は、信濃町の設定した予定価格以上の価額で最高の価額をもって入札した者とします。 

（くじによる落札者の決定） 

第 14 条　落札者となるべき同価額の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを

引かせて落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者又は入札に

立ち会っていない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない信濃町職員にくじを引か

せて落札者を決めます。 

（再度入札） 

第 15条　開札の結果、落札者がないときは、再入札は行いません。 

（入札結果の通知） 

第 16 条　開札した場合に、落札者があるときはその者の氏名（法人の場合はその名称）及び金額を、

落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせます。この場合に、落札者となった

者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を決定通知書により通知します。 

（契約の締結） 

第 17条　落札者は、令和６年５月 16日までに信濃町町有財産売買契約書により契約を締結しなければ

なりません。 

２　契約の締結は、契約書を作成することによって行います。 

（契約の確定） 

第 18条　契約は、落札者が契約書に押印後、信濃町が押印したときに確定します。 

２　契約書不要の場合は、信濃町が売買代金の入金を確認した日とします。 

(契約保証金) 

第 19 条　契約を締結しようとする者に対し、その者の契約金額の 100 分の 10 以上の契約保

証金を契約締結と同時に納めていただきます。ただし、契約締結と同時に契約金額全額を

納付することも可能です。 

２　契約保証金には利息は付しません。 

３　契約の相手が契約締結の日から 30 日以内に売買代金を納付しない場合は、契約保証金 

は町に帰属するものとします。 

（売買代金の支払期限） 

第 20条　売買代金のうち契約保証金の額を除いた額を、令和６年６月 17日までに支払わなければなり
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ません。 

２　町が発行する納入通知書によりお支払いいただきます。 

３　期限内に入金がない場合は、次の最高額を入札した者に権利が移ります。 

（不動産の引渡し） 

第 21 条　不動産の引渡しは次のとおりとし、売買代金の納付後、所有権移転登記終了後に引渡しを行

います。 

（１）不動産の引渡しは、現況のままとなります。 

（２）不動産の引渡し後、物件に不具合、品質その他に関して契約の内容に適合しないものを発見し

ても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を請求することはできません。 

（３）不動産の売買による所有権移転の登記申請については町で手続きを行います。ただし、登記申

請の際に必要となる書類、登録免許税等に係る費用については負担いただきます。 

（物品の引渡し） 

第 22条　物品の引渡しは次のとおりとし、売買代金の納付後 15 日以内に引取りに来てください。引取

りの際は領収書を持参のうえ、職員による確認ができ次第引渡しを行います。なお、車両にあっては、

売買代金の納付後、名義変更等の手続きに必要な譲渡証明書及び委任状をお渡しします。 

（１）物品の引渡しは、現況有姿（現状渡し）となります。 

（２）物品の引渡し後、物品に不具合、品質その他に関して契約の内容に適合しないものを発見して

も、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を請求することはできません。 

（３）物品の運搬は、落札者に行っていただきます。 

（４）物品の名義変更、運搬、再登録等の引渡しに係る費用は落札者の負担とします。 

（５）車両の名義変更手続き（移転登録）は、落札者に行っていただきます。一時抹消登録後、一時

抹消登録証明書の写しを提出し、車両を引き取ってください。 

（６）車両に記載されている、「信濃町」等の文字は落札者で抹消することになります。文字の上に

シールを貼る等だけではなく、剥がす或いは削る処理をして完全に消してください。なお、文字等

を抹消した証として後日、各面の施工前、施工中、施工後の写真を提出していただきます。 

（７）落札された物品は、いかなる理由があっても返品・交換はできません 

（その他） 

第 23条　この要領および契約に関する言語は日本語とする。 
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入札から物品等引渡しまでの流れ 

 

①現地にて入札物品等の下見（4月 24 日） 

↓ 

②入札参加申込書の提出（4月 19 日～5月 2日） 

↓ 

③入札書の投入（4月 19 日～5月 2日） 

↓ 

④開札による決定（5月 9日） 

↓ 

⑤契約の締結（5月 16 日まで） 

↓ 

⑥売買代金の納入（６月 17 日まで）（予定） 

↓ 

⑦入札物品等の引渡し（売買代金の納入から 15 日以内） 
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（別紙１） 

入 札 物 品 等 一 覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は、物品調書によりご確認ください。下見をされる際は職員が同行いたしますので事前に下記ま

でご連絡をお願いします。(事前連絡がない場合、下見に対応することができません。） 

 
番 号 １

 
名　称 土地：信濃町大字柏原 2688 番 3、4、5、11、13

 
規　格 宅地：2,200.14 ㎡

 
数 量 ５筆

 
予定価格 ５，２９１，０００円

 
下見期間 令和６年４月 24日　 9：00～

 
下見場所 現地

 
番 号 ２

 
名 称 土地：信濃町大字野尻 3884 番 631

 
規　格 山林：1,209 ㎡

 
数 量 １筆

 
予定価格 ４４８，０００円

 
下見期間 令和６年４月 24日　11：00～

 
下見場所 現地

 
番 号 ３

 
名 称 コンポスト車

 
規　格 PK-FJ7JKFA　清掃車

 
数 量 １台

 
予定価格 ４９５，０００円

 
下見期間 令和６年４月 24 日　13：30～

 
下見場所 信濃町富士里　富士里浄化センター

信濃町総務課財政係　担当：米澤・黒田 

　　TEL：026-255-5920　 FAX:026-255-5920　　E-mail:zaisei@town.shinano.lg.jp
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（第１号様式） 

令和６年度 第１回 

 

入 札 参 加 申 込 書 

 

信濃町長　鈴木　文雄　　様 

令和　　年　　月　　日 

 

申込者　住所（〒　　　-　　　　） 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 

連絡先電話番号　　　　　（　　　　） 

 

代理人　住所（〒　　　-　　　　） 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 

連絡先電話番号　　　　　（　　　　） 

 

信濃町が令和６年５月９日に執行する令和６年度 第１回 信濃町公有財産売払いの一

般競争入札に参加する資格の審査を申請し、一般競争入札への参加を申込みます。 

 

入札物品等 

　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

添付書類　　□ 身分証明書（運転免許証等）　　　□ 委任状　　　□ 誓約書　　 

□ 印鑑登録証明書（1ヶ月以内に発行されたもの）　　　 

□ 法人登記簿謄本（1ヶ月以内に発行されたもの） 

□ 住所地又は、事業所所在地の市町村税の納税証明書 

 
番　　号 名　　称
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（第２号様式） 

 

委 任 状 

 

 

代理人　住所 

 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 

 

 

私は、上記の者を代理人と定め、信濃町が令和６年５月９日に執行する令和６年度 第１

回 信濃町公有財産売払いのための一般競争入札に関する一切の権限を委任します。 

 

入札物品等 

 

　　　　 

令和　　年　　月　　日 

 

信濃町長　鈴木　文雄　　様 

 

住所 

 

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 

 
番　　号 名　　称

 

 

 

 

 



9 

（第３号様式） 

 

誓 約 書 

 

 

私は、信濃町が実施する町有財産の一般競争入札の参加にあたり，下記事項を誓約 

します。 

 

１　　地方自治法施行令第167条の４に規定する者に該当しません。 

 

２　　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号から第４号ま

で及び第６号に規定する者ではありません。また、これらの暴力団及び暴力団員

と、社会的に非難されるような関係はなく、暴力団及び暴力団員等の依頼を受け

て入札に参加しようとするものではありません。 

 

３　　信濃町の有する公有地を購入したときは、これを上記２に該当する者に、譲渡

または貸与することはありません。 

 

４　　入札物件及び入札に関する事項については、要領等の内容について全て承知の

上、参加しますので、後日これらの事柄について、信濃町に対し一切の異議申立

てをしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和　　　年　　　月　　　日　 

 

信濃町長　鈴木　文雄　様 

 

住所 

 

氏名　　　　　　　　　　　　　　印 
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「第３号様式裏面」 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第167条の４　普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当す

る者を参加させることができない。 

１　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

２　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

３　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項各号に掲げる者 

２　普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、そ

の者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

１　契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正

の行為をしたとき。 

２　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利

益を得るために連合したとき。 

３　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

４　地方自治法第234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

５　正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

６　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な

額で行つたとき。 

７　この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約

の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 
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町有財産売買契約書（案）【不動産用】 

　 

　売渡人　信濃町長　鈴木 文雄（以下「甲」という。）と　買受人　［※落札者氏名］（以下「乙」と

いう。）とは次の条項により町有財産の売買契約を締結する。 

　（信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

　（売買物件） 

第２条 甲は、次に表示する物件を次条の売買代金で乙に売渡し、乙は、これを買受ける。 

　（売買代金） 

第３条　売買代金は、金　　　　　　　　 円とする。 

　（契約保証金） 

第４条　乙は、この契約締結と同時に、契約保証金として金 ［※落札価格の１割］円を甲に納付しな

ければならない。 

２　前項の契約保証金は、第 16条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

３　第 1項の契約保証金には、利子を付さない。 

４　甲は、乙が第 5条第 2項に定める義務を履行したときは、第 1項に定める契約保証金を売買代金に

充当するものとする。 

５　乙が第 5条第 2項に定める義務を履行しないときは、第 1項に定める契約保証金は、甲に帰属する

ものとする。 

　（売買代金の納入方法） 

第５条　売買代金の納期限は令和　年　　月　　日とする。［※契約日から 30日以内］ 

２　乙は、前項の納期限までに売買代金から乙がすでに納付した契約保証金を除く金額を、甲の発行す

る納入通知書により、甲の指定する場所に納入しなければならない。 

　（所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転するものとする。 

　（登記の嘱託） 

第７条 前条の規定により所有権が移転した後、乙は、甲に対し所有権移転登記の嘱託を請求し、甲は

その請求により遅滞なく所轄法務局に所有権移転登記を嘱託するものとする。 

　（売買物件の引渡し） 

第８条 甲、乙両者は、売買物件の所有権が乙に移転した後、甲、乙両者が定める日及び場所を協議の

上、引渡しを行うものとする。 

　（危険負担） 

第９条 乙は、契約締結の時から前条の規定により売買物件を乙に引き渡すまでの間において、当該物

件が甲の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して、売買代金の

減免又は契約の解除を請求することができない。 

（契約不適合責任の免除） 

 
所　　　在 地　番 地　目 登記面積(㎡) 備　考
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第 10 条　契約物件は現状渡しであり、所有権移転後の使用等に関し甲は一切の責任を負わないものと

する。 

２　乙は、この契約締結後、民法（明治 29 年法律第 89 号）以外の法律に特別の定めがあるものを除く

ほか、売買物件に不具合、品質その他に関して契約の内容に適合しないものを発見しても、売買代金

の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を請求することができない。 

（特則） 

第 11条　乙は、売買物件を次の用途に供してはならない。 

２　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条第 1項に定

める風俗営業、同条第5項に定める性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。 

３　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 77 号）第２条第２号から第５号

に規定する暴力団の事務所その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等

の公序良俗に反するものの用に供してはならない。 

（実地調査等） 

第 12条　甲は、第 11 条に定める特則に関し、必要があると認めるときは、乙に対し、物件を調査し、

又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めることができる。 

２　乙は、甲から請求があるときは、売買物件の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。 

３　乙は、正当な理由なく前 2項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提

出を怠ってはならない。 

　（違約金） 

第 13条　乙は、第 11 条に定める義務に違反したときは、金 ［※落札価格の３割］円を違反金として

甲に対し支払わなければならない。 

２　乙は、前条第 3項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料

の提出を怠ったときは金 ［※落札価格の１割］円を、違反金として甲に対し支払わなければならな

い。 

３　前 2項の違約金は、第 16 条に定める損害賠償に係る損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（契約の解除） 

第 14条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。 

（原状回復及び返還金等） 

第 15条　乙は、甲が前条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を

原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でな

いと認めたときは、原状のまま返還することができる。 

２　乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還する時は甲の指定する期日までに当該物件の所有権移

転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

３　甲は、前条の規定により解除権を行使したときは、収納済の売買代金を乙に返還する。ただし、当

該返還金には、利息を付さない。 

４　甲は、前条の規定により解除権を行使したときは、乙が支出した一切の費用は償還しない。 

（損害賠償） 

第 16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請
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求することができる。 

（返還金の相殺） 

第 17条 甲は、第 15 条第 3項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害

賠償金を支払う義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第 18条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（疑義の決定） 

第 19条 この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第 20条 この契約に関する訴えの管轄は、信濃町役場の所在地を管轄区域とする長野地裁判所とする。 

 

　この契約の証として本書 2通を作成し、甲、乙それぞれ 1通を保管する。 

 

令和　年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　　　　甲　　売渡人　長野県上水内郡信濃町大字柏原 428-2 

　　　      　　　長野県信濃町　 

　　　　　　　　　　　　　　　信濃町長　　鈴木　文雄　 

　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　　買受人　住所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 
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町有財産売買契約書（案）【物品用】 

 

売渡人 信濃町長　鈴木 文雄（以下、「甲」という。）と買受人 ［※落札者氏名］（以下、「乙」とい

う。）とは次の条項により町有財産の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条　甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

（売買物品） 

第２条　甲は、次に表示する物品を次条の売買代金で乙に売渡し、乙は、これを買受ける。 

 

（売買代金） 

第３条　売買代金は、金［※落札金額］円とする。 

 

（売買代金の納入方法） 

第４条　売買代金の納期限は令和　　年　月　日とする。［※契約日から 30 日以内］ 

２　乙は、前項の納期限までに売買代金を、甲の発行する納入通知書等により甲の指定する場所に納入

しなければならない。 

 

（所有権の移転） 

第５条　売買物品の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転するものとする。 

 

（名義変更の手続） 

第６条　前条の規定により所有権が移転した後、乙が名義変更の手続きを行うものとする。 

 

（売買物品の引渡し） 

第７条　甲、乙両者は、売買物品の所有権が乙に移転した後、甲、乙両者が定める日に売買物品の所在

する場所において甲、乙立会いの上、引渡しを行うものとする。 

２　名義変更等の手続きについては一般競争入札による町有財産の売払い参加要領 第21によるものと

する。 

３　名義変更、運搬費用、再登録費用等の引渡しに係る費用は乙の負担とする。 

４　手続完了後、証明書の写しを提出するとともに、物品に表示してある名称等について、抹消したこ

とが確認できる写真を後日送付すること。 

 

（危険負担） 

 名 称 規 格（車台番号） 数 量
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第８条　乙は、契約締結の時から前条の規定により売買物品を乙に引き渡すまでの間において、当該物

品が甲の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して、売買代金の減

免又は契約の解除を請求することができない。 

 

（契約不適合責任の免除） 

第９条　契約物品は現状渡しであり、所有権移転後の使用等に関し甲は一切の責任を負わないものとす

る。 

２　乙は、この契約締結後、民法（明治 29 年法律第 89 号）以外の法律に特別の定めがあるものを除く

ほか、契約物品に不具合、品質その他に関して契約の内容に適合しないものを発見しても、売買代金

の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を請求することができない。 

 

（契約の解除） 

第10 条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。 

 

（原状回復及び返還金等） 

第11 条　乙は、甲が前条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物品を原

状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物品を原状に回復させることが適当でない

と認めたときは、原状のまま返還することができる。 

２　乙は、前項の規定により売買物品を甲に返還する時は甲の指定する期日までに当該物品の所有権移

転の承諾書を甲に提出しなければならない。 

３　甲は、前条の規定により解除権を行使したときは、収納済の売買代金を乙に返還する。ただし、当

該返還金には、利息を付さない。 

４　甲は、前条の規定により解除権を行使したときは、乙が支出した一切の費用は償還しない。 

 

（損害賠償） 

第12 条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請

求することができる。 

 

（返還金の相殺） 

第13 条　甲は、第 11 条第３項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害

賠償金を支払う義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

 

（契約の費用） 

第14 条　この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

 

（疑義の決定） 

第15 条　この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、

定めるものとする。 
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（裁判管轄） 

第16 条　この契約に関する訴えの管轄は、信濃町役場の所在地を管轄区域とする長野地方裁判所とする。 

 

この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

令和　　年　　月　　日 

 

甲　　売渡人　住所　　長野県上水内郡信濃町大字柏原 428 番地２ 

長野県信濃町 

氏名　　信濃町長　鈴 木 文 雄 

 

 

乙　　買受人　住所　　 

 

氏名　　 

 


